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上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例に規定する届出の技術的取扱要領 

 

上田市都市建設部都市計画課 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、上田市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例（令和元年条例第２２号。

以下「条例」という。）に規定する届出に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２ この要領で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 

（適用基準） 

第３ 条例第１９条第２項に規定する事業完了確認書が既に交付されている事業区域内において、

新たに太陽光発電設備の設置を行う場合は、条例第１４条に規定する届出(以下「事業届」と

いう。)の必要な事業に該当しない。 

 

（確約書の提出） 

第４ 設置事業者は、条例第１４条の規定による届出に基づいて実施される現地立会調査及び条

例第１９条第１項に基づいて実施される完了確認における指摘事項に対して、その協議結果を

記載した確約書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

 

（事業区域の境界の明示） 

第５ 事業区域界は、隣接する土地との利用形態を区別し、設置事業者の管理責任を明確にする

ため、変化点をプラスチック製境界杭等で明示しなければならない。 

２ 事業区域界は原則として筆界によるものとし、事業届を行う日までに隣接者と立ち会いの上

確定しなければならない。 

 

（接続道路の基準） 

第６ 太陽光発電設備は防災上の観点から、事業区域外の幅員４．０ｍ以上の公道に、４．０ｍ

程度接するよう努めるものとする。 

 

(空地の緑化) 

第７ 事業区域内の太陽光パネルが設置されない空地については、芝等の地被類により緑化する 

ことを原則とする。ただし、公園施設等の緑地施設を事業区域内に設ける必要はないものとす 

る。 

⑴ 従前の土地が山林の場合は、むやみな木竹の伐採、除根、造成は行わず、植生の保全に努

めるものとする。やむを得ず伐採、除根、造成を行う場合は、芝等の地被類により緑化する

ものとし、法面についても植生シート等により緑化を図るものとする。 

⑵ 従前の土地が農地・原野等の場合は、前号を基準として、むやみな耕起は避け、空地につ

いては芝等の地被類により、緑化を図るものとする。 

⑶ 雑草の繁茂により、事業区域外への影響が懸念される等の場合で、防草シートを施工する

場合は、事業後の土地の状況を鑑み、別表-1①の「その他不浸透面」以上の流出係数を用い
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て雨水排水処理施設を検討することとする。 

 

（安全施設基準） 

第８ 事業区域内への第三者の立ち入りを防ぎ、事故発生を防止するため、事業区域の境界から 

事業区域側へ、地上高さ１．１ｍ以上の防護柵を設置し、事業区域を囲うことを原則とする。 

 

（準拠する技術基準等） 

第９ 事業の技術基準は、条例によるもののほか、長野県建設部「開発許可審査指針」、長野県林

務部「開発事業に関する技術的細部基準」に準拠する。 

２ 条例第１０条第１項及び第１４条に規定する、各種計画図等及び設計図等には、設計者の氏

名及び所属をタイトルブロックに明記するものとする。 

 

（伐採木等の搬出処分） 

第１０ 事業に伴い木竹の伐採を行ったときは、存置に起因した災害防止のため、伐採木竹、除

根した木竹の根等は事業区域外に搬出し処分することを原則とする。 

 

（雨水排水路等） 

第１１ 事業に伴い事業区域内外に設置する雨水排水路等については、コンクリート製、鋼製、

強化プラスチック製、塩化ビニール製の製品等を使用することを原則とする。 

２ 木杭、土嚢、土側溝等、形状や素材の耐候性が低いとされる資材については、仮設材等に使

用するものとし、雨水排水路等の資材として使用しないことを原則とする。 

 

（事業区域の雨水排水処理基準） 

第１２ 事業区域内の雨水排水処理について、条例第２９条に基づき、周辺環境の保全を目的と

した雨水排水処理基準を次の各項に定めるものとする。 

２ 原則として、事業後の雨水排水量は事業前の雨水排水量を超えないものとし、超過分につい

ては、浸透型の流出抑制施設により事業区域内で処理するものとする。 

３ 前項によることが困難な場合、又は雨水の浸透により周辺へ悪影響を及ぼす恐れのある場合

は、貯留型（オンサイト貯留、オフサイト貯留、貯留浸透）の流出抑制施設により雨水を処理

することとし、許容放流量に相当する雨水量については、オリフィス孔により流出量を調整し、

最寄りの用排水路、河川等の周辺公共用水域へオーバーフロー水として放流することを原則と

する。ただし、拡水法による場合はこの限りではない。 

※拡水法：不飽和土壌水帯を通して地中に浸透させる方法で、事業区域の地山部分に均等に

浸透させる方法（浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝ほか） 

※流出抑制施設：別表-1⑤により摘要する。 

４ 設置事業者は、前項により事業区域から流出する雨水を公共用水域へ放流するときは、当該

放流先の施設管理者と協議の上、許容流出量を定め施設容量を算定するとともに、当該放流先

水路、河川等の施設管理者及び水利組合等の同意を得るものとする。 

５ 第３項に規定する場合で、事業区域周辺に放流可能な公共用水域がなく、拡水法等オーバー

フロー管の設置が困難な場合は、事業区域から雨水や土砂が下流域に流出しないよう、盛土小

堤（別図-1）を、事業区域の低地部に築くことを原則とし、雨水の流出方向に対して直角方向

を基本に設置するものとする。 
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６ 流出係数、降雨強度、推定流出土砂土、充填材の材料別空隙率については、別表-1①、②、

③、④による。 

７ 浸透施設、貯留浸透施設、貯留施設を設置する場合は、長野県建設部「流域開発に伴う防災

調節池等技術基準」、長野県林務部「林地開発許可申請の手引」、社団法人雨水貯留浸透技術協

会編「雨水浸透施設技術指針［案］」等の、最新版に基づき計画しなければならない。 

８ 前項に基づき雨水処理施設を設置する場合の目的別調査・計画検討項目は別表-1⑥による。 

 

（関係法令との調整） 

第１３ 市長は、当該事業が、下表に掲げる事業であるときは、同表の根拠規定に基づき、同表

の許可権者と協議のうえ、条例に基づく調査・審査を行うものとする。 

事業の種別 許可権者 根拠規定等 

森林法に基づく林地開発許可申請

を伴うもの 
長野県知事 

林地開発許可申請の手引 

（最新版・長野県林務部） 

自然公園法に基づく行為の許可 

申請を伴うもの 

環境大臣 

長野県知事 
自然公園法施行規則 

２ 設置事業者は、前項に規定される場合で、条例第１０条第１項に規定する事前協議を行おう

とするときは、前項に基づく事前協議が完了した日以降に、市長に事前協議書を提出するもの

とする。 

 

（事務処理） 

第１４ 条例に基づく事務処理は、別表-２のとおり行うものとする。 

 

（その他） 

第１５ この要領に定めのない事項については、その都度市長が定める。 

２ この要領のほか、「太陽光発電施設の適正導入ガイドライン」（最新版）に記載された事項を

遵守するよう努めるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和元年 8月 1日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和 8年 4月 1日（以下「施行日」という。）より施行する。 
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Level 
H 

法面勾配 

1：2 以上 H 

Ｌ 

Level 流出勾配※ 

Ｐ

（別図-1） 盛土小堤  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

盛土小堤Ｈの値の基準 

Ｈの値 Ｗの値 Ｌの値 適    用 

0.4ｍ 0.4ｍ以上 1.0ｍ以上 

・事業区域が 1.0ha 未満で、かつ雨水の流出勾配が 5％

以上 

・0.3ha 未満の山林で実施する事業 

0.6ｍ 0.6ｍ以上 2.0ｍ以上 

・事業区域が 1.0ha 以上で、かつ雨水の流出勾配が 5％

以上 

・0.3ha 以上 1.0ha 未満の山林で実施する事業 

1.0ｍ 1.0ｍ以上 3.0ｍ以上 ・1.0ha 以上の山林で実施する事業 

※ 流出勾配は、Ｐ点から上流側１０ｍ間の平均勾配とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｗ 

（開発区域） 

表面は植生シート法面保護 

※設置場所、延長等については、下流域に影響を与えないことを原則として計画する。 

良質土（発生土） 
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① 流出係数 

種    別 流出係数 摘要 

太陽光パネル 0.90～0.95 パネルの傾斜が 20 度を超える場合は 0.95 

屋 根 0.85～0.95 屋根素材、屋根勾配により決定 

アスファルト舗装 0.85  

砂利道 0.4  

コンクリート舗装 0.8  

水田 0.6 遊休農地等の場合は畑に準じる 

畑 0.3  

芝等の地被類 0.05～0.25 合成勾配が 10％を超える場合は 0.25 

その他不浸透面 0.75～0.85 合成勾配が 10％を超える場合は 0.85 

林地（浸透能力小） 0.6～0.7 

※従前が山林の場合で、現地浸透試験結果で得

られた透水係数ｋにより、採用値を決定する。 

 

※山林を伐採・除根して事業を行う場合は、裸

地の流出係数とする。 

林地（浸透能力中） 0.5～0.6 

林地（浸透能力大） 0.3～0.5 

草地（浸透能力小） 0.7～0.8 

草地（浸透能力中） 0.6～0.7 

草地（浸透能力大） 0.4～0.6 

耕地（浸透能力中） 0.7～0.8 

耕地（浸透能力大） 0.5～0.7 

裸地（浸透能力小） 1.0 

裸地（浸透能力中） 0.9～1.0 

裸地（浸透能力大） 0.8～0.9 

※浸透能力小： ｋ≦1.000×10-5    浸透能力中： 1.001×10-5≦ｋ≦1.000×10-3 

浸透能力大： 1.001×10-3≦ｋ                     （ｋ）：透水係数 

 

②降雨強度（上段：上田領域、中段：松本領域、下段：志賀領域） 

確率年 降雨強度（㎜/hr）ｔ=10 分 備    考 

10 年 

ｒ=808.74／（ｔ0.703＋3.260） 事業前の現況地目が 1.0ha 未満の宅地、雑種地、

農地、又は 0.3ha 未満の山林に設置する太陽光発

電設備 

ｒ=329.28／（ｔ0.571＋0.461） 

ｒ=1409.13／（ｔ0.723＋9.574） 

30 年 

ｒ=962.55／（ｔ0.699＋2.772） 事業前の現況地目が 1.0ha 以上の宅地、雑種地、

農地、又は 0.3ha 以上 1.0ha 未満の山林に設置す

る太陽光発電設備 

ｒ=397.47／（ｔ0.570＋0.453） 

ｒ=1648.75／（ｔ0.711＋9.131） 

50 年 

ｒ=1035.71／（ｔ0.698＋2.653） 
事業前の現況地目が 1.0ha 以上の山林に設置する

太陽光発電設備 
ｒ=410.06／（ｔ0.564＋0.225） 

ｒ=1813.61／（ｔ0.711＋9.525） 

※再現年別の降雨強度式と降雨強度曲線(上田領域・松本領域・志賀領域)の最新版に基づく 

※松本領域：武石地域、丸子地域の一部（東内地区（荻窪地区）・平井地区・西内地区・鹿教湯    

地区） 

 志賀領域：真田地域 

別表-1 
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③推定流出土砂土等 

事業後の空地が、アスファルト舗装等の硬質処理をするとき以外については以下による。 

種 別 推定流出土砂土の考え方 

0.3ha 未満の事業で、前処理施設を設

置する場合 

単位設計浸透量 Q=C×Qf 

地下水位 C1＝0.9、目詰まり C2=0.9 

1.0ha 未満の事業 
単位設計浸透量 Q=C×Qf 

地下水位 C1＝0.9、目詰まり C2=0.9、流出土砂α＝0.9 

1.0ha 以上の事業 
単位設計浸透量 Q=C×Qf 

地下水位 C1＝0.9、目詰まり C2=0.9、流出土砂α＝0.8 

防災調整池を設置する事業 

事業後の地表状態別により年間流出量を定める 

裸地：200～400 ㎥／年  草地：15 ㎥／年  

林地 1㎥／年 道路：5㎥／年 

 

 

 

 

④充填材の材料別空隙率 

材 料 粒 度 空隙率 

単粒度砕石 3号（Ｓ‐40） 40 ㎜～30mm 40％ 

単粒度砕石 4号（Ｓ‐30） 30 ㎜～20mm 30％ 

粒度調整砕石（Ｍ-25、Ｍ-40） 25 ㎜以下、40㎜以下 10％ 

切込砕石（ＣＲ-25、ＣＲ‐40） 25 ㎜以下、40㎜以下 10％ 

再生砕石（ＲＣ‐40） 40 ㎜以下 10％ 

プラスチック製貯留材 使用する製品のカタログ値を採用 

 

  



 

7 
 

⑤流出抑制施設の定義 

 

浸透型施設      浸透施設 ※1 

                      浸透井戸 ※2 

            

流出抑制施設    貯留型施設    オンサイト貯留施設 ※3 

                   オフサイト貯留施設 ※4 

  

          貯留浸透施設        オンサイト貯留施設 ※3 

オフサイト貯留施設 ※4 

 

※1：浸透施設＝浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝、浸透トラフ、拡水法による浸透施設  

※2：浸透井戸＝地中の浸透層に達する井戸により、雨水を直接的に地中に注入する施設 

※3：オンサイト貯留施設＝事業区域外に雨水が流出しない貯水(プール)構造であり、速やかに流 

出抑制施設に雨水を流入させる構造を持ち、更に許容流出量に相当する雨水が流出抑制施設 

に貯留することなく排水される構造を持つ施設。 

※4：オフサイト貯留施設＝オンサイト貯留施設以外の施設で、拡水法の構造を含む施設 

 

 

計算式 

雨水流出量 Q=1/360*C*I*A 

オンサイト貯留施設洪水容量 V=(ri-4/5*rc)*60*ti*f*A*1/360 

オフサイト貯留施設洪水容量 V=(ri-1/2*rc)*60*ti*f*A*1/360 

オンサイト貯留浸透施設洪水容量 V=(ri-Fc-4/5*rc)*60*ti*f*A*1/360 

オフサイト貯留浸透施設洪水容量 V=(ri-Fc-1/2*rc)*60*ti*f*A*1/360 

小型オリフィス Q=C*A√2ｇH 

大型オリフィス Q= C*A√2ｇH｛1-（1/32）*（ｒ/H）2｝ 
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⑥ 目的別調査・計画検討項目        ◎要実施事項 ○必要に応じて実施 

 浸透施設の調査・計画手法の形態分類 

1.0ha 以上の雨水

処理施設の調査・

計画・設計 

0.3ha 以上～1.0ha

未満の雨水処理施

設の調査・計画・

設計 

0.1ha 以上～0.3ha

未満の雨水処理施

設の調査・計画・

設計 

現

地

調

査 

・ 

協

議 

他の規制等の調査 ◎ ○ ○ 

土質・地下水位・水質調査 ◎ ◎ ○ 

現地浸透試験 ◎ ◎ ◎ 

浸透能力の評価 ◎ ◎ ◎ 

貯留能力の評価 ◎ ○ ○ 

許容放流量の評価 ◎ ◎ ◎ 

放流水域調査 ◎ ◎ ◎ 

放流先水路等管理者協議 ◎ ◎ ◎ 

施

設

計

画

等 

放流先水路等管理者の同意 ◎ ◎ ◎ 

単位設計浸透量の算定 ◎ ◎ ◎ 

比流量の算定 ◎ ○ ○ 

比浸透量の算定 ◎ ◎ ◎ 

設計浸透量の算定 ◎ ◎ ◎ 

許容流出量の算定 ◎ ◎ ○ 

配置計画 ◎ ◎ ◎ 

マンニングの計算 ◎ ◎ ◎ 

オリフィス孔の計算 ◎ ◎ ◎ 

流路施設規模の決定 ◎ ◎ ◎ 

浸透施設規模の決定 ◎ ◎ ◎ 

貯留施設規模の決定 ◎ ○ ○ 

 

（ア） 現地浸透試験の実施箇所数については、0.3ha 未満の事業地では１箇所以上、0.3ha ～

1.0ha 未満の場合は２箇所以上、1.0ha 以上の場合は３箇所以上実施するものとし、必要に

応じて代表的地盤毎、複数箇所行うものとする。なお、試験方法は、ボアホール法を標準

とするが、地盤状況に応じ土研法又は実物試験を選択し、原則として定水位法で実施する

ものとする。 

（イ） 現地浸透試験は、予想される施設の底面地盤付近で行うものとする。 
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太陽光発電設備の適正な設置に関する条例第１４条に基づく届出等 

 

上田市都市計画課 事 業 者 地域住民等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表-2 

標識の設置 

（様式第１号） 

※事前協議の３０日

以上前に設置 

標識設置届出書 

（様式第２号） 

※標識を設置した日

から７日以内に 

届出 

受理 

説明会の開催 

説明会開催報告書 

（様式第８号） 

※説明会を開催した

日から７日以内に

報告 

受理 

説明会へ出席 

意見の申出 

※意見書を説明会

が開催された日

から３０日以内

に事業者へ提出 

受理 

現地調査 

計画内容の

事前審査等 

書類チェック、不備

がない場合は受理 

受理 

見解書受理・協議 

※見解書の説明を

受け協議 

意見書提出報告書 

（様式第９号） 

※意見書が提出され

た日から７日以内

に報告 

地域住民等との協議 

※意見書の提出が 

あったときは見解

書を地域住民等へ 

提出・協議 

太陽光発電設備設置

事業事前協議書 

（様式第４号） 

※届出の６０日前 

までに関係書類、

抑制区域チェック

リスト（様式第５

号）、設計者の資格

に関する申告書

（様式第６号）他

関係法令等確認状況

報告書（様式第３号） 

受理 
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太陽光発電設備設置

事業届 

（様式第１１号） 

※関係書類、事業計

画書（当初）（様式第

１２号）他を添えて

届出（農転受付可） 

書類チェック、不備

がない場合は受理 

①関係課による 

計画内容の審査 

②関係課による 

現地立会調査 

③関係課からの 

指摘事項の整理 

指摘事項の通知 

（着手時） 
通知受 

指摘事項の内容確認 

指摘事項に対する 

確約書提出 

（取扱要領様式 

第１号） 

確約書の内容確認 

指摘事項の対処の 

確約がされている 

ことが確認された 

ときは受理 

関係法令等手続結果

報告書 

（様式第３号） 

事前協議完了 

事前協議済通知書 

交付（様式第７号） 

受理 

受理 

事業の理解が十分

できるまで協議を

継続 

協議内容報告書 

（様式第１０号） 

※協議を行った日

から１４日以内

に報告 

通知受 
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発電事業者・維持管

理責任者情報の掲示

（様式第 17 号の 2） 

工事の完了 

（造成、設備、付帯 

施設の工事が完了） 

協議内容報告書 

（様式第１０号） 

※協議を行った日

から１４日以内

に報告 

発電事業者・維持管理

責任者情報設置届出書

（様式第 17 号の 3） 

受理 

事業に関する協定書の締結 

（様式第１３号） 

事業着手届出書 

（様式第１４号） 

工事の着工 

適宜処理 

受理 

受理 

協議終了 

※協議が十分に行

われていると認め

られること 

事業変更届出書 

（様式第１５号） 

事業者変更届出書 

（様式第１６号） 

事業取下書 

（様式第１７号） 
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①関係課による 

完了確認（現地立会） 

②関係課からの 

指摘事項の整理 

指摘事項の通知 

（完了時） 
通知受 

事業完了確認書交付 

（様式第１９号） 
確認書受 

（系統連係） 

発電開始 

維持管理報告書の 

提出 
維持管理報告の通知 

売 電 

事業完了届出書 

（様式第１８号） 
受理 

指摘事項の内容確認 

指摘事項に対する 

確約書提出 

（取扱要領様式 

第１号） 

確約書の内容確認 

指摘事項の対処の 

確約がされている 

ことが確認された 

ときは受理 
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様式第１号（第４関係） 

 

 

 確 約 書 （着手時・完了時） 
 

現 地 確 認      年   月   日 （   ）     時    分 

事 業 名  

事業区域の所在地  

規 模 事業区域面積        ㎡    発電出力       ｋＷ  

現 地 確 認 

出 席 者 

事業者    名 

 

 

 

 

課名等 指摘事項等 協議結果 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

上記指摘事項について協議した結果、協議結果のとおり履行することを確約いたします。 

 

    年   月   日 

 

(提出先)上田市長           

住  所   

事業者 氏  名             ㊞ 

電話番号 

（法人にあたっては、主たる事務所の所在地 

及び名称並びに代表者の氏名）       


